
国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のとおり国土調査（地籍調査）の成

果を令和５年２月10日認証した。

令和５年２月17日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

調査を行う

者の名称
調査地域 調査年度 成果の名称

富士市
鮫島・中丸・川成島の各一部

（田子浦５）

令和２年度から

令和４年度まで
地籍図及び地籍簿

富士市
鮫島・中丸・川成島の各一部

（田子浦６）

令和２年度から

令和４年度まで
地籍図及び地籍簿


